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○ 策定：2014 年３月 

○ 策定趣旨・目的 

リニア中央新幹線（東京・名古屋）の開業後の 2030 年頃を展望し、2020

年までに取り組むべき重点的な戦略を明らかにするとともに、県内各地域

の取組方向を示す。 

○ 目指すべき愛知の姿 

 リニアを生かし、世界の中で存在感を発揮する中京大都市圏 
～5千万人リニア大交流圏の西の拠点として、人、モノ、カネ、情報を呼び込む大都市圏 

 日本の成長をリードする産業の革新・創造拠点 
～企業や人材が集まり、革新的な技術の創出や成長産業への展開が進む最強の産業県 

 安心安全で、誰もが夢と希望を抱き、活躍する社会 
～人が輝き、女性や高齢者、障害のある人など、すべての人が活躍する愛知 

○ 基本目標 

「日本一の元気を暮らしの豊かさに」 

○ 重要政策課題★ 

2020 年に向けて対応すべき 12 の重要政策課題（南海トラフ巨大地震等へ

の対策など）を掲げ、それぞれの課題ごとに主要な政策の方向性を示す。 

○ 地域別の取組方向 

・ 尾張・西三河・東三河３地域における広域的な視点に立った地域づくり 

・ 県内外の地域間連携 

・ 三河山間地域等の振興 

 

○ 策定：平成 23 年３月 

○ 計画期間：平成 23 年度～32 年度 

社会経済情勢の変化等により 
おおむね５年で見直し 

○ 我が国の住生活をめぐる状況 
・ 住生活をめぐる社会経済情勢 
・ 人の住まい方 
・ 住宅供給の状況 
・ 住まいに関する基礎条件 

 
○ 平成 25 年度：住宅施策に関する有識者等アンケート調査等業務 

各分野の有識者及び県内市町村長に対しアンケート調査を実施すると共

に、「住まい・まちづくりに関する意見交換会」を開催し、本県の住まい・

まちづくりに関する有識者等が持つ問題意識を把握。 
○ 平成 26 年度：住宅施策に関するデータ整理等業務 

平成25年度業務で出された現計画に記載のない事項や提案を中心に意見

を集約整理し、住宅・宅地等に係る各種統計調査結果等のデータ整理及び

論点を検討。 

あいちビジョン 2020 

住生活基本計画（全国計画） 

本県における過年度調査 

 住宅の耐震性確保★⑪ 
 災害危険地区（津波・浸水・土砂）、密集市街地対策 
 共助による災害時の地域支援体制づくり 
 住宅復興計画・体制づくり★⑪ 

 省エネ化促進★⑫ 
 長期優良住宅の普及 
 木材利用の促進 

 2030年を展望した魅力あるまちづくり★① 
 愛知県における都心居住、郊外住宅の今後のあり方★⑫ 
 良好な居住環境の形成と地域の担い手の育成・確保 
 マンション管理・運営の改善 
 防犯性の高い住宅供給★⑪ 

 中古住宅市場の活性化に向けて取り組むこと★⑫ 
 県としての自治体の空き家対応策への支援のあり方 
 リフォーム・リノベーション産業の活性化支援、県民の利益擁護

 多様な住生活関連サービスを享受できる環境整備 
 多様な住み方への対応 

 バリアフリー化の促進★⑩ 
 介護サービスの視点での住まいのあり方★⑨ 
 高齢期の暮らしの質と福祉・介護・医療等の公的サービスの確保★⑨ 
 家族形態の変容への対応★⑨ 
 公営住宅のあり方★⑩ 
 民間賃貸住宅を活用したセーフティネットの構築方法 

 公営住宅の地域まちづくりにおける活用方法 

全国的には人口・世帯数の減少や少子高齢化社会を迎える中で、本県が活力を維持していくため

の住まい・まちづくりはどうあるべきか 

リニア中央新幹線の開業後を展望した愛知における住まい・まちづくりと望ましい将来像はどう

あるべきか 

南海トラフ地震をはじめとした大規模自然災害等に対する愛知県の強靭化のための住まい・まち

づくりと望ましい将来像はどうあるべきか 

減
災

住
宅
市
場

住
宅
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト

愛知県住生活基本計画 2020 の見直しにあたっての視点(案) 

地
域
ま
ち
づ
く
り

環
境 

良
質
な
住
宅
ス
ト
ッ
ク
を
つ
く
る 

住
ま
い 

住
み
よ
い
地
域
を
つ
く
る 

地
域 

い
つ
ま
で
も
住
み
続
け
ら
れ
る

暮
ら
し 

愛知県住生活基本計画 2020（現行計画） 上位計画・過年度調査 
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 良好な市街地整備の推進 
 地域が主体となって進めるまちづくり 
 分譲マンションの適切な管理と再生の促進 

 地震に強い住まい・まちづくり 
 風水害に強い住まい・まちづくり 
 環境に配慮した住まい・まちづくり 
 住宅の長寿命化・適正な維持管理の促進 
 建築規制の的確な運用により基本的性能が確

保された住まい・まちづくり 
 防犯性の高い住まい・まちづくり 
 住まいが円滑に流通する環境の整備 
 地域の住宅生産者と育成と地域材を活かした

住まいづくり 

 高齢者・障害者などが暮らしやすい居住環境の整備 
 バリアフリー化された住まい・まちづくり 
 公営住宅ストックの再生・活用の推進 
 公営住宅の適切な管理と供給 
 民間賃貸住宅などにおける入居円滑化の推進 

住まい・まちづくりの基本理念 

元気で力強い「愛知づくり」を支える 

「安全・安心」で「住み続けることができる」 

住まい・まちづくり 
計
画
の
あ
り
方

 県の住生活基本計画のあり方 
 住まい・まちづくりにおける県の役割 
 重点施策の実施 
 地域ごとの取組方針 

○ 目標（案） 

人口・世帯数の減少、少

子高齢化等、我が国の社会

経済情勢が変化し、国民の

居住ニーズが多様化してい

く中で、国民が真に豊かさ

を実感できる社会を形成す

るために、「豊かで持続可能

な住生活」を実現する。 

全
国
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資料４－２ 

分野 推進すべき施策 

テーマ 検討すべき事項 

※参考資料１、２ 

※参考資料３ 

※★はあいちビジョン2020の重要政策課題に記述があるもの
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その他の配慮すべき上位・関連計画

 

 

 

●策定時期 平成 27 年 8月 24 日 

●策定趣旨 

今後の愛知県の強靱化に関する施策を国全体の国土強靱化政策との調和を図りなが

ら、国や県内市町村、民間事業者などの関係者相互の連携のもと、総合的、計画的に

推進する指針 

●国の基本計画等及び各種計画との調和等 

○ 国土強靱化の観点から県における様々な分野の計画等の指針となるものであり、

いわゆる「アンブレラ計画」としての性格を有する。 

○ 基本計画と調和するとともに、県内市町村の国土強靱化地域計画とも連携と役割

分担を図る。 

○ 民間事業者、NPO、国、市町村等の関係者による取組、さらには近隣県を始め他自

治体や南海トラフ地震対策中部圏戦略会議等との連携・協力・調整により取組を

進める。 

●基本目標 

○ 県民の生命を 大限守る。 
○ 地域及び社会の重要な機能を維持する。 
○ 県民の財産及び公共施設、愛知県を始め中部圏全体の産業・経済活動に係る被害

をできる限り軽減する。 
○ 迅速な復旧復興を可能とする。 

●当該計画における住まい・まちづくりに関連する施策 

○ 住宅・建築物等の耐震化 
○ 火災に強いまちづくり等の推進（密集市街地の解消） 等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●パブリックコメント 平成 27 年 8 月 4 日（火）～平成 27 年 9 月 2 日（水） 

●目的 

「まち・ひと・しごと創生法」に基づき、国の総合戦略を勘案しつつ、「愛知県人口

ビジョン」で示した将来展望や方向性の実現に向けた今後 5 か年（2015～2019 年度）

の基本目標や取り組む施策を提示。 

●基本的な考え方 

○ 自然増・社会増両方を維持する愛知の強みを生かし、人口の維持・増加を図る。 

・ 日本屈指の産業集積を背景とした優れた雇用環境 

・ 大都市圏にありながらゆとりある住環境 

・ 三世代の同居・近居が多いなど、子育てにおいて親世帯からの支援が受けやす

い環境 等 

○ 2027 年度のリニア中央新幹線の東京・名古屋間の開業を見据え、国内外から人を

呼び込む求心力を強化する。 

○ 「多核連携型」の都市構造や多様な地域環境を生かしたバランスある発展を図る。

（三河山間地域等の人口減に歯止め） 

●当該計画における住まい・まちづくりに関連する施策 

○ 空家の適切な管理や利活用の促進（市町村の「空家等対策計画」策定支援・情報

提供） 等 
 

愛知県地域強靭化計画 愛知県まち・ひと・しごと創生総合戦略（案） 
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計画見直しにおける論点（案） 

＜計画のあり方＞ 

上位計画 
○全国計画の施策案 

●あいちビジョン 2020 

現行計画 

愛知住生活基本計画 2020 
 

検討すべき事項 

◇有識者等の主な意見 

○全国計画の見直しの概念 

人口・世帯数の減少、少子高齢化等、我が国の社会

経済情勢が変化し、国民の居住ニーズが多様化してい

く中で、国民が真に豊かさを実感できる社会を形成す

るために、「豊かで持続可能な住生活」を実現する。 

 

目標１ 良質な住宅ストックの形成及び将来世代への

継承 

目標２ ライフスタイルやライフステージに応じた多

様な居住ニーズの実現 

目標３ 住宅の確保に特に配慮を要する者の居住の安

定の確保 

目標４ 良好な居住環境の形成による地域の価値の向

上と豊かなコミュニティの形成 

【基本理念】 

元気で力強い「愛知づくり」を支える「安全・安

心」で「住み続けることができる」住まい・まちづ

くり 

 

【計画の目標】 

目標１ 自然災害に強い住まい・まちづくり

目標２ 環境負荷が小さく長く使える住ま

い・まちづくり 

目標３ 防火・防犯など基本的性能を確保さ

れた住まい・まちづくり 

目標４ ニーズに応じた住まいが選択でき

る環境の整備 

目標５ 地域の活力を支えるまちづくり 

目標６ 住まい手と地域が主体的に進める

まちづくり 

目標７ 高齢者・障害者などにやさしい住ま

い・まちづくり 

目標８ 公営住宅の的確な供給と活用 

目標９ 民間賃貸住宅などを活用した住宅

セーフティネットの重層化 

 

●住生活基本計画のあり方 

◇ 計画の実施主体・対象 

・ それぞれが自分の役割を認識できるような

計画がつくれるといい 

◇ 計画の実行性の確保 

・ 目標達成の為の行動計画やロードマップを

示す 

◇ 計画でめざすべき方向性 

・ 住みたい人をいかに増やすかという視点か

ら、文化力の強化・生活ブランドの確立に

向けた長期的戦略が必要 

 

●住まい・まちづくりにおける県の役割 

◇ 市町村に対し考え方の枠組みを示す役割 

・ それぞれの地域や自治体もしくは複数の自

治体が共有できる空間的な枠組みと合意形

成していく枠組みを示すのが、県が今後担

うべき役割 

◇ 広域調整や連携のコーディネートの役割 

・ 人口減少問題が大きくなってきた時に、県

全体で 大のパフォーマンスを上げるよう

な都市づくりは県の役割 

 

●重点施策の実施 

◇ 市町村にとっての重点施策の意義 

・ チャレンジプランのような施策の旗印が二

つか三つでもあれば市町村の施策を後押し

する 

 

●地域ごとの取組方針 

◇ 市町村にとっての地域ごとの取組方針の意義 

・ 地域別の方針等を明記することで、市街化

調整区域の多い地域など個別の課題に対す

る対策がとりやすくなる 

◇ 市街地タイプ別の施策の方向性の提示 

・ まちのもっている特性ごとに愛知県を分類

し、それぞれは今後こうなるのでそれに対

し施策を考えるということは示せるのでは

ないか 

●あいちビジョン 2020 の基本目標 

「日本一の元気を暮らしの豊かさに」 

・リニアの開業による三大都市圏の役割の変化も見据

えつつ、我が国の成長をリードする強い大都市圏を

めざしていく必要がある。 

・「リニアを生かし、世界の中で存在感を発揮する中京

大都市圏」、「日本の成長をリードする産業の革新・

創造拠点」、「安心安全で、誰もが夢と希望を抱き、

活躍する社会」の３つの愛知の姿の実現をめざして

いく。 

・東京オリンピックが開催される 2020 年、リニア中

央新幹線が開業する 2027 年をターゲットに置きな

がら、ハード・ソフト両面から、新しい時代に飛躍

できる大都市圏づくりを進めていく。 

・日本一元気な経済活動の活発な地域をつくり、それ

によって、財政を豊かにし、県民サービスの向上に

より、豊かな県民の暮らしを実現していく。さらに、

そうした活発な経済活動が生み出す雇用により、県

民所得の向上とともに国内外から人を呼び込む好循

環を実現し、活力と持続力を持つ大都市圏へと発展

させていく。 

 

地域別の住まい・まちづくりビジョンを

示すべきではないか 

人口の自然増・社会増を維持しゆとりあ

る住環境をもつ愛知の強みを生かして、

県民が真に豊かさを実感できる住ま

い・まちづくりの実現を目指すべきでは

ないか 

リニア大交流圏の西の拠点として、産業

の革新・創造を支える住まい・まちづく

りや、誰もが住みたくなるゆとりある住

環境あいちはどうあるべきか 

計画推進にあたって各主体の役割を明

確にする必要があるのではないか。 

重点プロジェクトを位置付けることで

計画の推進を図るべきではないか 

市街地タイプごとの施策の方向性を示

すべきではないか 

南海トラフ地震をはじめとした大規模

自然災害から県民の生命を最大限守り、

迅速な復旧復興のための体制を整える

べきではないか。 

＜計画見直しにおける論点（案）＞ 
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個別論点（分科会テーマ） －減災・環境－ 

＜減災＞ 

上位計画 
○全国計画の施策案 

●あいちビジョン 2020 
現計画成果指標  

検討すべき事項 

◇有識者等の主な意見 

○リフォーム・リノベーションによる質の向上 

・耐震化の促進 

住宅の耐震性確保 

（新耐震基準と同程度の耐震性を有する住

宅ストックの比率） 

2020 年目標値：95％ 

2013 年 新値：86％ 

2008 年現状値：82％ 

 

●住宅の耐震性確保 

◇ 耐震化を促進する取組 

・ 費用の負担が困難な県民も増えており、耐震化率

の大幅な向上には至っていない 

・ 耐震性能の低い住宅から優先的に改修を進めて

いくことが必要ではないか 

●住宅や学校施設、不特定多数の者が利用する大規模建

築物、避難などに必要な道路沿いの建築物等の耐震化

の促進 

○自然災害等からの安全が確保された安心して暮らせる居

住環境の形成 

・密集市街地の整備改善 

・自然災害からの安全の確保 

・事故等からの安全の確保 

地震などに強い市街地形成 

（火災発生などの危険度が高い重点密集市

街地での不燃領域率） 

2020 年目標値：50％ 

2014 年 新値：46.4％ 

2011 年現状値：43％ 

●災害危険地区（津波・浸水・土砂）、密集市街地対策 

◇ 災害危険度の高い地域への対策 
・ 東海東南海地震の被害想定を踏まえた津波対策

を住まい・まちづくり分野でも考えるべき 
●住宅復興計画・体制づくり 

◇ 被災時における行政の支援体制 

・ 各地域で官民連携による事前復興まちづくりの

取組が重要 

●市町村と連携した住宅復興計画・体制の検討を進める

など、迅速な復旧・復興に資する取組を進めていく 

＜環境＞ 

上位計画 
○全国計画の施策案 

●あいちビジョン 2020 
現計画成果指標  

検討すべき事項 

◇有識者等の主な意見 

○リフォーム・リノベーションによる質の向上 

・省エネ化の促進 

○良質な住宅の供給 

・省エネ性に優れた住宅の供給 

省エネルギー住宅の整備 

（一定の省エネルギー対策を講じた住宅スト

ックの比率） 

2020 年目標値：30％ 

2013 年 新値：20％ 

2008 年現状値：15％ 

環境に配慮した住宅建築物の整備 
（CASBEE で A ランク以上評価の累計） 

2020 年目標値：1,000 件 

2014 年 新値：  605 件 

2010 年現状値：  254 件 

 ●省エネ化促進 

◇ 住宅における環境配慮の取組 
・ 省エネ設備等の導入を支援し、環境に配慮した住

宅の供給や住まいの緑化に向けた取組みを暮ら

しの中に取り入れていくことを推進すべき 
◇ 循環型社会の構築 
・ 低炭素な循環型社会の構築に対する個人やコミ

ュニティの取組みや地域的な災害に対する備え

の努力が報われるような、報償的な社会システム

の構築 

● 先端の技術を活用した低炭素・環境配慮型のまちづ

くりを促進していく 

○リフォーム・リノベーションによる質の向上 

・長期優良住宅化の促進 

○良質な住宅の供給 

・長期優良住宅の供給 

・ICT の活用による住生活支援機能が高度化された住

宅の供給 

・木造住宅の供給や木材利用の促進 

・住宅性能表示制度の普及・定着 

新築住宅の品質・性能の確保 

（着工新設住宅戸数に対する長期優良住宅

認定戸数の割合） 

  2020 年目標値：30％ 

  2014 年 新値：21.3％ 

  2010 年現状値：19％ 

建築物の品質・性能の確保 

（建築基準法の完了検査済み証交付率） 

  目標値    ：100％（毎年度） 

2014 年 新値：95.7％ 

2009 年現状値：95％ 

 ●長期優良住宅の普及 

◇ 住宅の基本性能のチェック体制 
・ 建築確認や開発許可申請の前段に住宅と環境の

設計水準のチェックができるようにする 
◇ 地域の住宅生産者の支援 
・ 多様化する増改築・リフォーム需要に的確に対応

できる技術と技能を持つ大工技能者が必要 
●木材利用の促進 

◇ 木材の積極的な活用を推進 

・ 県が長期計画を打ち出しながら、木材の利活用を

積極的に考慮すべき 

 

住宅・建築物の耐震化 

＜「減災」における主な論点（案）＞ 

自然災害等からの安全の確保 

大規模災害発生後の復興体制 

＜「環境」における主な論点（案）＞ 

環境に配慮した住宅の普及促進 

低炭素・環境配慮型のまちづくり 
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個別論点（分科会テーマ） －地域まちづくり－ 

＜地域まちづくり＞ 

上位計画 
○全国計画の施策案 

●あいちビジョン 2020 
現計画成果指標  

検討すべき事項 

◇有識者等の主な意見 

●リニアを生かし、世界の中で存在感を発揮する中京大

都市圏 

参考） 

・ リニア開業による所要時間短縮で

首都圏への往来が容易になり、企業

活動や住民生活の様々な選択肢が

拡大する。（愛知県、リニア中央新

幹線影響等調査） 

 ●2030 年を展望した魅力あるまちづくり 

◇ 市街地整備の課題 

・ 人口減少のなかで、住環境についてリニアの効果

がどれくらいあるかを考えないといけない 

○人口減少社会においても、まちや地域の機能が維持され

た利便性の高い居住環境の整備 

・都市のコンパクト化 

・小さな拠点の形成 

・住宅団地の居住機能の向上と再生の促進 

参考） 

・ 愛知県の人口は 2020 年に、世帯数

は 2025 年にピークを迎えることが

想定される。（県独自推計、国立社

会保障・人口問題研究所推計） 

・ 三河山間部、知多半島南部の沿岸部

において人口減少が急速に進む。

（国立社会保障・人口問題研究所推計）

 ●愛知県における都心居住、郊外住宅の今後のあり方 

◇ 市街地整備の課題 

・ 市には都市の核となる中心市街地が形成されて

おらず、分散する市街地では幹線道路の沿道を中

心に商業施設の集積が進む 

◇ 市街地の再編に向けた住宅地づくり 

・ 空き家の増加が進む住宅地のインフラ維持管理

方法と、居住地としての継続に関する判断及び合

意形成の方法 

◇ 縮退を想定した市街地の評価 

・ 郊外住宅団地の再生施策、計画的縮退施策の検討

（居住地としての評価、縮退時の合意形成手法）

◇ 郊外団地のあり方 

・ 親世帯の都心居住による空き家増及び人口減少 

●持続可能な集約型のまちづくり 

○まちや地域の記憶・歴史が継承され、良好な景観が形成

された豊かで快適な居住環境の形成 

○良好な居住環境を支える豊かなコミュニティの形成 

地区にふさわしいまちづくりへの誘導 
（地区計画の決定地区面積） 

  2020 年目標値：5,800ha 

  2014 年 新値：5,901.6ha 

  2010 年現状値：5,030ha 

 ●良好な居住環境の形成と地域の担い手の育成・確保 

◇ 魅力あるまちづくり 

・ 地域の魅力の維持・向上を図るための施策とし

て、モデルとなる地区を選定して検証しその成果

を市内各地域に反映していく取組みを実施 

◇ 地域の担い手・コミュニティの醸成 

・ 地域社会の機能低下によるコミュニケーション

の場の欠如 

 

○住宅ストックの適切な管理の促進 

・所有者/賃貸人･居住者/賃借人による計画的な維持管理を

定着させるための環境整備 

・マンションの適切な管理の促進 

・民間賃貸住宅の適正な管理の促進 

○マンションの再生・建替えの円滑化 

分譲マンション管理分野の人材育成 

（マンション管理セミナー・研修会の参加者数）

  2020 年目標値：700 人 

  2014 年 新値：546 人 

  2009 年現状値：362 人 

 ●マンションの管理、運営の改善 

◇ マンション管理・運営の課題 

新しいマンションが管理会社できちんと管理される

傾向になってきた中で、古いマンションは住んでい

る方の高齢化と建物の高齢化が課題 

●防犯性能に優れた住宅・マンションの普及など犯罪に

強いまちづくり 

住宅の犯罪に強いまちづくり 
（侵入盗被害の年間件数） 

  目標値：減少（10年間の平均） 

  新値（2011年～2014年の平均値）

：6,740 件 

  現状値（2006年～2010年の平均値）

  ：8,648 件 

 ●防犯性の高い住宅供給 

防犯住宅の普及促進 

＜「地域まちづくり」における主な論点（案）＞

リニア開業後の 2030 年を展望した魅力

ある住まい・まちづくり 

人口減少社会におけるこれからの住ま

い・まちづくり 

多様な地域の特性に応じた魅力ある住

まい・まちづくり 
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個別論点（分科会テーマ） －住宅市場－ 

＜住宅市場＞ 

上位計画 
○全国計画の施策案 

●あいちビジョン 2020 
現計画成果指標  

検討すべき事項 

◇有識者等の主な意見 

○既存住宅の流通促進 

・建物評価手法の改善と市場への定着 

・インスペクション（建物検査）の普及・定着 

・既存住宅売買瑕疵保険の普及・定着 

・住宅履歴情報の蓄積の促進と情報活用による住宅関

連産業活性化 

・住宅性能表示制度の普及・定着 

・信頼性の高い不動産流通市場の形成 

・既存住宅の流通促進を支える住宅関連金融市場の整備

○ストック社会に向けた制度的枠組みの構築 

・ストック社会にふさわしい建築行政の推進 

既存住宅の流通量 
（既存住宅の流通戸数の新築を含めた全流

通戸数に対する割合） 

2020 年目標値：20％ 

2014 年 新値：国土交通省集計

(H27 秋予定) 

2008 年現状値：9.8％ 

住宅性能表示の件数 
（新築住宅における住宅性能表示の実施率） 

2020 年目標値：50％ 

2014 年 新値：28.3％ 

2009 年現状値：21％ 

 ●中古住宅市場の活性化に向けて取り組むこと 

◇ 既存住宅の流通促進を推進する取組 

・ 愛知県では注文住宅志向が非常に強く中古志向

が低いことから、住宅は買うというよりも建てる

という意識になっている 
・ 住宅資産のセカンダリーマーケット（中古住宅市

場）の整備・活性化に向けて取り組むべき 

●既存住宅の円滑な流通に向けた支援など、住宅ストッ

クの有効活用 

○空き家等の利活用の促進 

・空き家情報の発信やマッチングの促進 

・空き家の再生・活用の促進 

・空き家の発生防止の観点からの既存住宅の利活用の促進

○地域に外部不経済をもたらす不良な住宅等の除却の促進 

参考） 

・愛知県の空き家率は 12.3%、全国

13.5%より低い（平成 25 年住宅・土

地統計調査） 

 ●県としての自治体の空き家対応策への支援のあり方 

◇ 空き家活用の取組 

・ 空き家バンク等による情報流通、適正評価、建

築・不動産関連団体の連携によるリノベーション

提案等のシステムづくり 

◇ 空き家の除却・管理 

・ 空き家を有効活用できる手立てを模索し、手入れ

がされない住宅を減らしていくことが必要 

●既存住宅の円滑な流通に向けた支援など、住宅ストッ

クの有効活用（再掲） 

○リフォーム・リノベーションによる質の向上 

・信頼性の高いリフォーム市場の形成 

・リフォーム技術の開発、工務店等のリフォーム技術

向上の促進 

・リフォーム瑕疵保険の普及・定着 

○住生活関連サービスの充実 

・総合住生活産業の形成 

・UR賃貸住宅における見守りサービスの提供等 

参考） 

・リフォーム市場は増加し 2013 年 6.1

兆円規模。＜全国＞（財団法人住宅

リフォーム・紛争処理支援統計セン

ター推計） 

 ●リフォーム・リノベーション産業の活性化支援、県民の

利益擁護 

◇ 空き家活用の取組（再掲） 

◇ 地域の住宅生産者の支援（再掲） 

●多様な住生活関連サービスを享受できる環境整備 

◇ リバースモーゲージに関する取組  

・ 自治体主導型のリバースモーゲージの推進 

●既存住宅の円滑な流通に向けた支援など、住宅ストッ

クの有効活用（再掲） 

○賃貸住宅市場の確立 

・多様な居住ニーズに対応する賃貸住宅の普及 

・賃貸住宅に関する情報提供の充実 

・賃貸住宅市場におけるトラブルの防止 

○住む場所に関するニーズの実現 

・都心居住・街なか居住ニーズの実現 

・田舎暮らし・二地域居住・移住ニーズの実現 

住まいのミスマッチの解消 

（子育て世帯の誘導居住面積水準以上の世

帯の割合） 

  2015 年目標値：50％ 

  2013 年 新値：50％ 

  2008 年現状値：45％ 

 ●多様な住み方への対応 

◇ 住み方の意識の変化 
・ 別居の場合でも燐居・同居を選択する世帯が増え

つつあり、親世帯と子世帯の住み方（居住距離）

が重要になる 

＜「住宅市場」における主な論点（案）＞ 

地域の特性に応じた既存住宅の活用と除却 

リフォーム・リノベーション産業の活性化 

多様な居住ニーズへの対応 
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個別論点（分科会テーマ） －住宅セーフティネット①－ 

＜住宅セーフティネット＞ 

上位計画 
○全国計画の施策案 

●あいちビジョン 2020 
現計画成果指標  

検討すべき事項 

◇有識者等の主な意見 

○リフォーム・リノベーションによる質の向上 

・バリアフリー化の促進 

○良質な住宅の供給 

・バリアフリー化がされた住宅の供給 

高齢者にやさしい住宅の整備 

（高齢者の居住する住宅の一定のバリアフリ

ー化率） 

  2020 年目標値：75％ 

  2013 年 新値：43％ 

  2008 年現状値：38％ 

高齢者人口に対する高齢者向け住ま

いの割合 

（高齢者人口に対する高齢者向け住宅の割合）

  2020 年目標値：3％ 

  2013 年 新値：2％ 

  2010 年現状値：1.2％ 

 ●バリアフリー化の促進 

◇ 住宅のバリアフリー改修の促進に関する取組 
・ 県の基準と各省庁の施策の基準や指針のすり合

わせ、県の基準からみた優先順位付け等の整理が

必要 
●介護サービスの視点での住まいのあり方 

◇ 高齢者の住まいに対する意識  

・ 持家率が高く同じ住まい・まちに住み続けたいと

いう高齢者の愛着や定住志向が、時に高齢期の住

環境等の生活水準を低下させている場合もある 

●医療、介護、予防、住まい、生活支援サービスが、切

れ目なく一体的に提供される地域包括ケアシステムの

構築が必要 

○住宅と保育・教育・福祉・介護・医療等の公的サービスが

連携し、少子高齢社会に対応した多世代が交流する持続

可能な居住環境の形成 

・スマートウェルネス住宅・シティの形成 

・住宅団地の居住機能向上と再生の促進 

○居住ニーズに応じた円滑な住み替えの実現 

高齢者・障害者などにやさしい居住環

境の整備 

（「人にやさしい街づくりの推進に関する条例」

に適合した施設数） 

  2020 年目標値：37,000 施設 

  2014 年 新値：30,940 施設 

  2010 年現状値：26,807 施設 

住まいのミスマッチの解消 

（子育て世帯の誘導居住面積水準以上の世

帯の割合） 

  2015 年目標値：50％ 

  2013 年 新値：50％ 

  2008 年現状値：45％ 

●高齢期の暮らしの質と福祉・介護・医療等の公的サービ

スの確保 

◇ サービス付き高齢者向け住宅の課題と供給促進の

取組 

・ サービス付高齢者向け住宅の供給は、住宅の内容

と生活・介助サービスの両面における質が不十分

◇ 高齢者の生活支援 

・ 地域住民のケア・ニーズに沿って多様な選択がで

きるようにするため、生活支援サービス等の事業

所が進出、近隣・ボランティアによる見守りの推

進等の地域福祉の仕組みが構築されることを後

押しするためのまちづくりが展開されるとよい 

◇ 人にやさしい街づくりの推進 

・ 住まい・まちのバリアフリー化を促進すること

で、安全・安心に生活できる住環境の整備を推進

◇ 子育て層の住まいへの対応 

・ 子育てを保育・待機児童という観点のサポートか

ら支えるのみならず、居住形態・居住政策の面か

らもバックアップする方策 

●家族形態の変容への対応 

◇ 家族形態の変容に伴う多様なニーズへの対応 

・ 家族の不確実性や単身化が進んでおり、典型的な

住まいや家族を描きにくい時代において、それぞ

れの課題に応じた新たな暮らし方やケアの在り

方をローカルな場で創り出していくことが必要 

●親子の交流拠点や一時預かりなど地域における子ど

も・子育て支援の充実 
●地域包括ケアシステム構築に向けたモデル事業の実施

とその成果の全県への普及、地域の実情に応じた在

宅・施設サービスの基盤整備や住まいの確保 

●県民の多様な住宅ニーズに応じた住まいを提供 

  

＜「住宅セーフティネット」における主な論点（案）＞

住宅確保要配慮者にとっての住まい・まち

づくり 

家族形態の変容に伴うこれからの住ま

い・まちづくり 



- 8 - 

個別論点（分科会テーマ） －住宅セーフティネット②－ 

＜住宅セーフティネット＞ 

上位計画 
○全国計画の施策案 

●あいちビジョン 2020 
現計画成果指標  

検討すべき事項 

◇有識者等の主な意見 

○公的賃貸住宅と民間賃貸住宅の適切な役割分担・民間

賃貸住宅を活用したセーフティネットの構築 

・住宅確保要配慮者の特性に応じた適切な住宅確保に

資する公的賃貸住宅の供給 

・地域住宅協議会の活動等を通じた各種公的賃貸住宅

制度の一体的運用・ストック間の柔軟な利活用 

○UR 賃貸住宅の既存ストックを 大限活用した大都市部

における住宅セーフティネットの構築 

公営住宅の適切な供給 
（計画期間中の公営住宅募集戸数） 

  2020 年目標値：60,000 戸（10年間）

  2014 年 新値：19,995 戸（2011～

2014 年度） 

  2010 年現状値：5,560 戸 

県営住宅の多世代ミックスコミュニティ 

（県営住宅入居世帯のうち、世帯主年齢が 20

～40 歳台の世帯の割合） 

  2020 年目標値：35％ 

  2014 年 新値：調査中 

  2010 年現状値：30％ 

住宅に困窮する者の居住の安定確保 
（ 低居住面積水準未満世帯の割合） 

  2020 年目標値：早期に解消 

  2014 年 新値：国土交通省集計

(H27 秋予定) 

  2008 年現状値：4.3％ 

 ●公営住宅のあり方 

◇ 公営住宅の供給のあり方 

・ 公営住宅建替えの際に従来の家族用の広さだけで

なく、高齢者の単身・夫婦のみ世帯を想定した広

さと間取りの住宅の供給を増やす 
・ 民間賃貸住宅で質の高いものを優良賃貸住宅とし

て認定し、公営住宅として活用してもよいのでは

ないか 

◇ 公営住宅の役割 

・ 地方都市の公共団体が、縮退社会における今後の

集合住宅のあり方を提示する責務は大きい 

●既存の戸建て住宅や公営住宅を活用した安心できる住

まいの場としてのグループホームの整備促進 

○公的賃貸住宅と民間賃貸住宅の適切な役割分担・民間

賃貸住宅を活用したセーフティネットの構築 

・民間賃貸住宅への円滑な入居促進 

参考） 
・民間賃貸住宅において、外国人 7.7%、

単身の高齢者 8%、高齢者のみ世帯

6.8%が入居制限を受けている。＜全国

＞（日本賃貸住宅管理協会調べ） 

 ●民間賃貸住宅を活用したセーフティネットの構築方法 

◇ 民間賃貸住宅の家主の役割 

・ 民間賃貸住宅での住宅困窮者の受入れが求められ

る現状において、家主の支援力の強化は重要な課題

○公的賃貸住宅の建替えの機会を捉えた集約・再編を通じ

た地域の居住機能の向上 

○大規模な災害発生時に地域の復興のために必要な住宅

の供給 

  ●公営住宅の地域まちづくりにおける活用方法 

◇ 公営住宅の福祉拠点化等 

・ ニーズの優先度の推定と潜在的なニーズの掘り起

こし（災害時の地域拠点、平時のコミュニティづく

りの拠点、介護支援施設、保育園・育児支援施設）

 

＜「住宅セーフティネット」における主な論点（案）＞

公営住宅の役割 

民間賃貸住宅の活用 


